
令和7年4月1日

【医療保険】
基本療養費+管理療養費1 負担割合　１割 負担割合　2割 負担割合　3割

13,220円　（5550+7670） 1,322円 2,644円 3,966円

8,550円　（5550+3000） 855円 1,710円 2,565円

9,550円　（6550+3000） 955円 1,910円 2,865円

1,500円 150円 300円 450円

　精神科訪問看護３０分未満

基本療養費+管理療養費1 １割 ２割 ３割

11,920円　（4250+7670） 1,192円 2,384円 3,576円

7,250円　（4250+3000） 725円 1,450円 2,175円

8,100円　（5100+3000） 810円 1,620円 2,430円

1,500円 150円 300円 450円

　加　算

25,000円 2,500円 5,000円 7,500円

5,200円 520円 1,040円 1,560円

2,100円 210円 420円 630円

4,200円 420円 840円 1,260円

2,650円 265円 530円 795円

2,000円 200円 400円 600円

4,500円 450円 900円 1,350円

3,800円 380円 760円 1,140円

3,000円 300円 600円 900円

1日1回 3,000円 300円 600円 900円

1日2回 6,000円 600円 1,200円 1,800円

1日3回 10,000円 1,000円 2,000円 3,000円

1日2回 4,500円 450円 900円 1,350円

1日3回以上 8,000円 800円 1,600円 2,400円

6,800円 680円 1,360円 2,040円

5,000円 500円 1,000円 1,500円

2,500円 250円 500円 750円

8,000円 800円 1,600円 2,400円

2,000円 200円 400円 600円

6,000円 600円 1,200円 1,800円

8,400円 840円 1,680円 2,520円

3,000円 300円 600円 900円

2,000円 200円 400円 600円

50円 5円 10円 15円

780円 78円 156円 234円

退院時支援指導加算

在宅患者緊急時等ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ加算（月2回まで）

在宅患者連携指導加算（月1回まで）

訪問看護医療DX情報活用加算　月1回

退院時共同指導加算

訪問看護ベースアップ評価料（Ⅰ）　月1回

※2　複数名訪問看護加算
ニ

　（看護職員とその他職員）

難病等複数回訪問加算

特別管理加算（Ⅱ）　月１回

※4　退院時支援指導加算（長時間）

月に1日目（月の初日のみ）

週3日まで

週4日から

※1情報提供料

緊急訪問看護加算（月15日以降）1日1回

ターミナルケア療養費1

深夜訪問看護加算

長時間訪問看護加算　週1回

夜間・早朝訪問看護加算

緊急訪問看護加算（月14日まで）1日1回

※3　特別管理指導加算

　複数名訪問看護加算イ　（看護職員と看護師）週1回まで

　複数名訪問看護加算ロ　（看護職員と准看護師）週1回まで

　複数名訪問看護加算ハ　(看護職員とその他職員）週3回まで

２４時間対応体制加算1　月１回

特別管理加算（Ⅰ）　月１回

別添1　　　　　　　　　訪問看護サービス利用料金表

月に1日目（月の初日のみ）

週3日目まで

週4日目から

※1　情報提供料



◎利用回数と利用時間

　　　原則として週３回までの訪問となります。

　　　サービス時間は一回あたり３０分から１時間３０分以内となります。

【その他の利用料】

【キャンセル料】
訪問看護サービスのキャンセルについての申し入れが無かった場合には、次の通りキャンセル料を徴収します。

　　・　利用日の前日（直近の営業日）の営業時間内（8：30～17：30）に連絡を受けた場合　無料

　　・　利用日当日に連絡を受けた場合、及び訪問時にキャンセルを伝えられた場合　1,000円

　　　　ただし、容態の急変など緊急やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要

死後の処置

※1：市町村等から求めがある場合には、原則毎月の訪問で１回目にあたる日に、市町村等に提出する情報
　　 提供書料を別途加算させていただきます。

※2：別に厚生労働大臣が定める場合に限る。　　　　　　

営業日以外の休日料金
（土曜・日曜・祝祭日・12/30～1/3）

１訪問につき　３，０００　円（全額自己負担）

交通費

３０分毎に　　　４，５００　円　　（全額自己負担）　　１時間３０分を超える訪問看護

※3：別表第9に揚げる者のみ退院時共同指導を行った際算定

※4：特別指示及び別表第8に揚げる者の退院支援指導が90分を超過又は複数回の退院支援指導の合計が90分を超えた場合。

片道３Ｋｍ以内　１訪問　３００円　　片道３Ｋｍ以上  １訪問　５００円

　　　　　２０，０００　円　（全額自己負担）


